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   認知症対応型共同生活介護における家賃の取扱いについて（通知） 

 

 日頃から本市介護保険事業の運営に御理解と御協力いただき誠にありがとう

ございます。 

 この度、市内事業所からの問い合わせに基づき、認知症対応型共同生活介護

における家賃の取扱いについて、厚生労働省に次のとおり確認しましたので通

知します。 

 

１ 利用者間における異なる家賃を設定することについて 

  ユニットに空室を作らないことを目的に、新規利用者の家賃等を優遇（入

居後３か月間の家賃を無料など）することは、介護保険法等の法令に禁ずる

規定はないため、事業者判断によって任意に設定することができます。ただ

し、同じ施設を利用しているにも関わらず家賃が異なることは望ましくあり

ません。 

 

２ 本通知の取扱い適用時期 

  取扱いについては、令和６年９月２日から適用することとします。 

 

３ 留意事項 

  本通知は認知症対応型共同生活介護の利用する時期によって、異なる家賃

を設定することを推奨するものではなく、利用者間における家賃格差等によ

って発生した問題については、事業者が責任をもって対応してください。 

  なお、時限的な利用者間に家賃格差を設ける場合でも料金表等の変更届出

が必要となります。 
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